
次世代育成対策推進法 一般事業主行動計画 

 

仕事と育児の両立支援の取組み 

 

1、 計画期間 

      ２０１０年４月１日 から ２０１２年３月３１日 までの ２年間 

 

2、 内容 

Ⅰ．雇用環境の整備に関する事項 

目標 1  仕事と育児の両立を支援する環境づくり 

  対策 ： 常昼・短時間勤務または始業・終業時刻の繰下げ・繰上げが可能な働き方の検討 

 

目標 2  育児休職からの円滑な復職に向けた支援体制づくり 

  対策 ： 育児休職中のフォロー体制確立 

  対策 ： 復職前面談の制度化 

 

Ⅱ．雇用環境の整備以外の取組事項 

目標 3  子どもに関する地域貢献活動の継続と充実 

  対策 ： 家族工場見学会、トヨタ少年・少女記者団等 子どもが参加出来る諸活動の継続実施 

  対策 ： 国際アイスホッケー中学生交流会の継続実施 

 

 

以上 


